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市報ちちぶは、町会の皆さんのご協力で配られています。市役所総合窓口、吉田・大滝・荒川
総合支所、各公民館、文化体育センター、市立病院でも配布しています。

　無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保および生活環境の保全に寄与する
ことを目的として、「秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例」を一部改正し、４月１日に施行し
ました。

①埼玉県外からの土砂等の搬入規制〈圏域内の土砂等は圏域内で処理！〉

　圏域内で発生した土砂等は、原則としてその圏域内で処理すべきと考えます。また、圏域外から持
ち込まれる土砂等は、とかくトラブルの要因となりやすい現状があります。（第10条第１項第５号）
※埼玉県内では小鹿野町に次いで、２番目にこの規定を設けることとなります。

②罰則の強化〈違反行為には相応の厳しい罰を ! !〉

　違反行為と罰との兼ね合いを見直し、悪質な違反については相応の罰が適用されるよう、罰則の格
上げを行い、また、さまざまなケースを想定した措置命令およびそれらの違反に対する罰則規定や両
罰規定を新たに設けるなど、秩父圏域内の他自治体と比較しても厳しい罰則としました。（第25条お
よび第26条）
※両罰規定：違反行為者に対する罰のほか、法人等、その事業主にも罰金刑を科す規定

　昨年４月に開設した「土砂堆積１１０番」、同８月に設置した「秩父市土砂等の堆積対策本部」と併せ、
改正後の条例を土砂等堆積問題への取り組みにおける大きな３本柱として位置付け、不適正な土砂等
堆積に断固対処していきます。

「秩父市土砂等のたい積の規制に関する条例」を一部改正
～本年４月1日施行～

条例改正の目的

主な改正内容

※条例の詳細については市Ｃをご覧ください。
１生活衛生課☎２５－５２０２

通報者の秘密は守られますので、安心して情報をお寄せください!!
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市
長
市
長
コ
ラ
ム

市報の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。

「
旧
秩
父
橋
に
秩
父
三
部
作

ア
ニ
メ
の
枡
設
置
」

秩
父
市
長　

北
堀　

篤

　

今
年
は
最
大
で
９
連
休
と
な
る
ゴ
ー

ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ

ー
ク
期
間
中
の
市
内
で
は
、
芝
桜
ま
つ

り
や
郷
土
芸
能
披
露
、
二
十
連
太
鼓
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
、
観
光
客

の
皆
さ
ま
で
大
変
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
５
月
８
日
か
ら
は
、
感
染
症

法
上
の
取
り
扱
い
が
２
類
相
当
か
ら
５

類
へ
移
行
す
る
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
ま

で
と
は
違
い
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
に
向
け

私
た
ち
の
生
活
に
大
き
な
変
化
が
生
じ

ま
す
が
、
こ
れ
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
、
感
染
が
大
き
く
拡
大
す
る
場

合
、
一
時
的
に
状
況
に
応
じ
た
適
切
な

マ
ス
ク
の
着
用
を
広
く
呼
び
か
け
る
な

ど
、
よ
り
強
い
感
染
対
策
を
求
め
る
こ

と
も
あ
り
え
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ

ま
に
は
ご
不
便
を
か
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
引
き
続
き
感
染
防
止
対
策
の

徹
底
と
、
市
の
感
染
防
止
対
策
へ
の
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

さ
て
、
旧
秩
父
橋
の
補
強
工
事
に
合

わ
せ
て
、
秩
父
三
部
作
ア
ニ
メ
（「
あ

の
日
見
た
花
の
名
前
を
僕
達
は
ま
だ
知

ら
な
い
。（
以
下
「
あ
の
花
」）」、「
心

が
叫
び
た
が
っ
て
る
ん
だ
。」、「
空
の

青
さ
を
知
る
人
よ
」）の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
デ
ザ
イ
ン
し
た
点
検
の
た
め
の
作
業

枡
が
橋
上
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
ア
ニ

メ
の
聖
地
巡
礼
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
き

れ
い
に
改
修
さ
れ
た
旧
秩
父
橋
と
併
せ
、

ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
の
９
月
に
は
「
あ
の

花
」
の
舞
台
地
の
一
つ
で
あ
る
け
や
き

公
園
（
桜
木
町
・
相
生
町
）
内
の
ト
ン

ネ
ル
が
落
書
き
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、

ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
の
皆
さ
ん
に
ペ
ン
キ
で

き
れ
い
に
仕
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

31
年
の
長
き
に
わ
た
り
消
防
団
員
と

し
て
地
域
消
防
、
防
災
力
向
上
の
た
め

献
身
的
に
尽
力
さ
れ
た
功
績
が
た
た
え

ら
れ
、
秩
父
市
消
防
団
か
ら
小
石
川
康

彦
氏
（
東
町
）
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
も
豊
富
な
経
験
・
知
識
と
指
導

力
を
も
っ
て
、
常
に
消
防
の
使
命
感
に

燃
え
て
災
害
活
動
に
あ
た
る
と
と
も

に
、
団
員
の
指
導
育
成
・
資
質
向
上
に

努
め
、
市
の
安
全
・
安
心
を
守
っ
て
い

ま
す
。

情
報
公
開
制
度

公
文
書
の
公
開
請
求
等
件
数

・
市
民
等
の
公
開
請
求
35
件

・
市
民
等
以
外
の
公
開
申
し
出
20
件

請
求
等
に
対
す
る
決
定
内
容

・
公
開
47
件

・
部
分
公
開
７
件

・
非
公
開
１
件

※ 

市
Ｃ
ま
た
は
市
役
所
本
庁
舎
１
階
情

報
提
供
コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧
で
き
ま

す
。

１
総
務
課
☎
22

－
２
２
５
１

秩父市消防団副団長
（第１方面隊　方面隊長）
小石川 康彦 氏

新町会長さんのご紹介
　次のとおり町会長の交代がありましたの
で、お知らせします。

（令和５年４月14日現在。敬称略）
町会名 会　長　名

相 生 町 大　沢　孝　章
太 田 下 小　池　千　澄
太 田 上 齊　藤　　　稔
伊 古 田 宮　原　　　孝
品 沢 笠　原　正　夫
堀 切 富　田　恵　子
小 柱 長　島　武　志
大 沼 加　藤　孝　義
八 幡 小　澤　良　一
久 長 引　間　浩　司
阿 熊 室久保　　　悟
上 の 原 新　井　永　吉
上 吉 田 西 山　口　　　実
石 間 新　井　定　一
太 田 部 本　田　栄　三
名 水 久 那 関　田　惠　一
石 原 大　澤　明　久
荒 川 中 央 横　田　紀　夫
下 白 久 町　田　広　司

令
和
４
年
度
消
防
功
労
者
消
防
庁

長
官
表
彰（
永
年
勤
続
功
労
章
）受
章

令
和
４
年
度

情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況
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株式会社ゼンリンから職員派遣！ 豊島区と職員の相互派遣交流をしています！

児童手当現況届のご案内 令和５年度子育て世帯
生活支援特別給付金のご案内

　４月から並木悠子さんが総合政策部総合政策課に
着任されました。並木さんは、「秩父地域のために
お仕事をするという、またとない機会に挑戦させて
いただくことができ、とてもうれしいです。これま
での業務経験を活用し、秩父地域の振興に向けて誠
心誠意尽力したいと思います。」と抱負を語ってく
れました。
　市では、総務省が推進する「地域活性化起業人」
として受け入れており、民間企業のノウハウや知見
を活かし、地域活性化に貢献していただきたいと思
います。
１総合政策課☎２２－２８２３

現況届の提出
　令和３年度現況届まで手当を受給している方には毎年
６月中に現況届の提出を求めていましたが、令和４年度
現況届から公簿等で６月１日の状況を確認することがで
きる場合、現況届の提出が不要となりました。
　ただし、次の場合に該当する方は、引き続き現況届の
提出が必要となります。
・住民票上、児童と別居している方
・子以外の児童を養育している方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・施設等受給者
・その他、市から提出の案内があった方
　該当する方にはご案内を郵送しますので、内容確認の
上、提出してください。
※ 令和５年度現況届から３歳未満の児童を養育している
方の現況届の提出は不要となります。
所得上限限度額について
　所得が所得上限限度額を超える場合、受給資格が消滅
となります。所得上限限度額を超過し、受給資格が消滅
した後、所得額が所得上限限度額を下回った場合には、
税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、
改めて認定請求書の提出が必要です。また、過年度所得
の更正・修正申告をして、その所得額が所得上限限度額
を下回った場合もお手続きが必要です。
　制度の詳細につきましては、市Ｃをご確認ください。
１保育こども課☎２５－５２０６

※ 昨年度実施した、子育て世帯生活支援特別給
付金（ひとり親世帯分およびその他世帯分）
を今年度も実施します。

申請不要で受け取れる方
⑴ひとり親世帯分
　令和５年３月分の児童扶養手当受給者の方
⑵その他世帯分
　令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金
（その他世帯分）を受給した方
※ 支給日は５月末を予定しております。詳しく
は、お手元に届く通知をご覧ください。

申請が必要な方
⑴ひとり親世帯分
① 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変
するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
る方と同じ水準となっている方

② 公的年金等を受給していることにより、令和
５年３月分の児童扶養手当の受給を受けてい
ない方

⑵その他世帯分
　食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変
し、住民税非課税相当の収入となった方
　申請方法等の詳しい内容は、市Ｃをご確認く
ださい。
１保育こども課☎２５－５２０６

　４月から、豊島区より阿部憲子さんが総合政策部
総合政策課に着任されました。阿部さんは、「就職
をきっかけに埼玉県に住み始めて十数年たちました
が、秩父市は憧れの地でした。趣味の登山や仕事を
通じて感じた秩父市の魅力をたくさん発信していき
たいと思います！」と抱負を語ってくれました。
　なお、秩父市からは豊島区文化観光課に職員を１
人派遣しています。
　今年は姉妹都市交流40周年の節目にあたり、記念
イベントも予定しています。今後も人材や事業の交
流を深めてまいります。
１総合政策課☎２２－２８２３



2023.５5

税の税の
お知らせお知らせ

　

納
付
書
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
バ
ー

コ
ー
ド
ま
た
は
eL
Ｑ
Ｒ
を
読
み
取
る
こ

と
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

等
を
利
用
し
て
、
市
税
の
納
付
が
で
き

ま
す
。

対
象
税
目

・
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

・
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

・
軽
自
動
車
税

・
国
民
健
康
保
険
税

利
用
可
能
な
お
支
払
い
方
法

〈
バ
ー
コ
ー
ド
を
使
用
す
る
場
合
〉

　

Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
・
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書

払
い
・
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い
・

楽
天
銀
行
コ
ン
ビ
ニ
支
払
サ
ー
ビ
ス
・

Ｆ
ａ
ｍ
ｉ
Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い
・
ｄ
払

い
請
求
書
払
い
・
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
請
求
書

支
払
い

※ 

利
用
方
法
等
、
詳
し
く
は
各
ア
プ
リ

の
公
式
Ｃ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

〈
eL
Ｑ
Ｒ
を
使
用
す
る
場
合
〉

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
・
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
別
途
決
済
手
数
料

が
か
か
り
ま
す
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

お
支
払
い
方
法
を
お
選
び
い
た
だ
け
ま

す
。
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
に
ロ
グ
イ

ン
し
て
利
用
す
る
場
合
の
み
、
選
択
可

能
な
お
支
払
い
方
法
が
あ
り
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」

等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
の
際
の
注
意
事
項

・
領
収
証
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
領

収
証
書
や
軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書

（
車
検
用
）
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、

納
付
書
裏
面
記
載
の
金
融
機
関
や
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
の
窓
口
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・
金
額
を
訂
正
し
た
場
合
や
、
読
み
取

り
が
で
き
な
い
場
合
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

・
バ
ー
コ
ー
ド
を
使
用
す
る
場
合
、
使

用
期
限
を
過
ぎ
る
と
利
用
で
き
ま
せ

ん
。

１
納
税
課
☎
22

－

２
２
１
０

　

本
人
と
同
一
世
帯
以
外
の
方
が
申
請

す
る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

１
市
民
税
課
☎
22

－

２
２
０
９

各
総
合
支
所
税
務
担
当

　

吉
田
☎
77

－

１
１
１
３

　

大
滝
☎
55

－

０
１
０
１

　

荒
川
☎
54

－

２
１
１
１

　

所
得
課
税
証
明
書
、
評
価
証
明
書
、

納
税
証
明
書
な
ど
税
務
関
係
証
明
書
の

申
請
の
際
に
は
、
本
人
確
認
の
た
め
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
身

分
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

お
持
ち
で
な
い
方
は
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

１
市
民
税
課
☎
22

－

２
２
０
９

　

資
産
税
課
☎
25

－

６
０
７
６

　

納
税
課
☎
22

－

２
２
１
０

　

５
月
31
日
㈬
の
納
期
限
か
ら
６
月
上

旬
に
軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書
（
車
検

用
）
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
申
請
の

際
に
、
軽
自
動
車
税
の
引
き
落
と
し
額

を
記
帳
し
た
通
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書（
車
検
用
）

の
発
行
に
は
、
軽
自
動
車
税
を
納
め
た

こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

金
融
機
関
か
ら
市
へ
引
き
落
と
し
の
報

告
が
届
く
ま
で
の
間
、
納
税
の
確
認
が

で
き
ま
せ
ん
。
納
税
の
確
認
が
で
き
な

い
場
合
、
納
税
証
明
書
（
車
検
用
）
を

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
口
座
振
替
で
納
税
し
た
方
に

は
、
６
月
中
旬
に
納
税
証
明
書
を
郵
送

し
ま
す
。

市
税
等
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便
利
！

　

市
税
等
（
市
県
民
税
、固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健

康
保
険
税
）
は
口
座
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秩父市小学校入学準備品（ランド秩父市小学校入学準備品（ランド
セル）購入補助金を交付しますセル）購入補助金を交付します

　５月31日㈬は県・自動車
税（種別割）の納期です。
スマホで納税できます！
１自動車税コールセンター
☎０５７０－０１２－２２９
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　小学校等に入学する児童に必要
な入学準備品（ランドセル）を購
入する保護者の経済的負担の軽減
および所得格差の是正を図り、児
童の健全な育成のため、小学校入
学準備品購入補助金を交付します。
　対象は令和６年度に小学校へ入
学する児童の保護者で、秩父郡市
内のランドセル販売店において、
令和５年度中に購入したランドセ
ル１個の購入費について５万円を
限度とします。
　詳細について
は、３月末に対
象の保護者へ送
付した案内通知
をご覧ください。
１学校教育課
☎２５－５２２８


